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資料１



次期計画策定にあたっての課題

“新潟県循環器病対策推進計画”と“新潟県地域保健医療計画”の両計画

の内容が重複している

計画それぞれの目標が「脳血管疾患、心疾患による年齢調整死亡率の減少」

それぞれの計画に「予防」や「救急搬送体制の整備」、「医療提供体制の整備」、

「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」に関連した記載がある

住民や関係者から見ても２つの計画があることで県施策が分かりにくいも

のとなっている
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計画概要
新潟県循環器病対策推進計画

根拠法令：循環器病対策基本法

計画期間：２年（R4～R5）

策定目的：循環器病の予防並びに循環器病患者等に
対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関
する状況、循環器病に関する研究の進展等を踏まえ、
当該都道府県における循環器病対策の推進に関する
計画を策定

検討会議体：新潟県循環器病対策推進協議会

第７次新潟県地域保健医療計画

（５疾病・６事業）

根拠法令：医療法

計画期間：６年（H30～R5）

策定目的：地域の実情に応じて、当該都道府県
における医療提供体制の確保を図るために策定

検討会議体：医療計画WG
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次期計画策定にあたって
循環器病対策推進計画と地域保健医療計画を一体的に策定

新潟県地域保健医療計画内に「新潟県循環器病対策推進計画」を収載

地域保健医療計画に収載の必要がある「脳卒中」、「心筋梗塞等の心血管疾患」の項
目は新潟県循環器病対策推進計画を参照とする

現・新潟県循環器病対策推進計画を基本とし、大幅な変更は行わない

現計画はＲ４～５年度の２か年計画であり、策定から日が経っていないため、次期（Ｒ６
～11）の策定にあたっては必要部分を修正するのみとする。
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